
☆ 活動内容      年 6 回程度セミナー運営会議を開き、 

セミナーの企画・運営・記録集の作成を行う 

☆ セミナー開催時期  12 月～2 月を予定 

☆ 対象        市内在住で、20 歳以上の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画推進センターでは、男女が個人としての能力を発揮し、共に輝

いて生きるために、自ら学び考えるセミナーの開催をしています。セミナーの

企画・運営に携わっていただけるボランティアスタッフを募集します。 

入間市男女共同参画 

推進センターだより 
令和４年３月 第２０６号 E-mail  ir212000@city.iruma.lg.jp 

TEL 04－2964－2536   FAX 04－2964－2539 

 

上記ボランティアスタッフの申込／問い合わせ先 

〒358-0003 入間市豊岡 4-2-2 

男女共同参画推進センター 

☎04-2964-2536  ＦＡＸ04-2964-2539 

Ｅメール ir212000@city.iruma.lg.jp 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

配信中 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

法律相談の曜日が 

かわります。 

令和４年５月の法律相談より、第３木曜日

に相談日が変更になります。（４月、８月は

法律相談がございません。） 

相談予約は相談予定日の一か月前から予

約ができます。 

 

相談時間や予約方法は次のページをご覧く

ださい。 

民法改正により、 

成年＝１８歳になります。 

 

 成年年齢引き下げに伴い、パートナーシ

ップ宣誓制度の対象者が１８歳から認めら

れます。 

 また、成年に達すると、親の同意がなく

ても自分で契約ができるようになります

が、未成年者取消権は行使できなくなりま

す。社会経験に乏しく、保護がなくなった

ばかりの成年を狙い撃ちにする悪質な業者

もいます。特にＪＫビジネス等の性犯罪に

巻き込まれないよう注意が必要です。 

第５次いるま男女共同参画プラン

に基づく施策が始まります。 

 

第５次いるま男女共同参画プラン（以下、第

５次プラン）を３月に策定し、令和４年４月か

ら令和９年３月まで、第５次プランに基づき、

男女共同参画の実現に向けた様々な施策を行

います。 

 

『たがいの個性や多様性を認め

あい、誰もが自分らしく輝く入間』 
 

詳細はホームページからご覧いただけます。 

展⽰交流室が消費生活 

センターにかわります。 

 

市役所で行われていた消費生活相談（毎週

月曜日�金曜日）と労働相談（毎月第１木曜

日）を男女センター内で実施します。それに

伴い、国や県からの男女共同参画に関わる資

料の展⽰をしていた展⽰交流室が消費生活セ

ンターにかわります。 

 

相談時間や予約方法は市報をご覧ください。 



 新型コロナウイルスへの感染症対策として、 

当面の間、人数・時間を制限させていただくため、事前予約が必要
となります。 

予約電話 ☎04-2964-2536（男女共同参画推進センター） 
 

【利用時間：平日のみ】午前10時～午前 11時 30分（90分） 

           午後 2時～午後3時30分（90分） 

※各時間、最大６名程度（大人２人、子ども 4 人程度まで） 

    

女性のための 

予約制 

毎月第３水曜日 

（5 月から第３木曜になります。） 

13:15～16:45（１人約 3０分） 

  【予約専用電話】 

℡04-2964-2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

※４月、８月を除く 

予約制の相談は、センター 

HP で予約状況を見られます。 

男女共同参画推進センター アクセス 

男女共同参画推進センター 

毎週月曜日～金曜日（祝日除く） 

10:00～15:00（１人約 30 分）＊12:00～13:00 を除く 

【相談窓口・問合せ先】 

入間市男女共同参画推進センター℡04-2964-2545 

入 間 市 役 所 市 民 相 談 室℡04-2964-1111（代） 

※４月から市民相談室での相談はなくなります。 

女性のための 

10:00～15:00（１人約 3０分） 

  ＊12:00～13:00 を除く 

【相談直通電話】 

℡04-2964-2545 

 

毎週水曜日 

 面接相談日    電話相談日     女性のための法律相談    こども室利用不可 

 LGBTQ のコミュニティカフェ     男女共同参画審議会      労働相談 

★女性も男性も共にかがやき、いきいき暮らせる男女共同参画社会の実現に向けて、当センターは 3 月・４月に下記事業をおこないます 。 

こども室からのお知らせ 

女性のための 

毎週月・金曜日 

10:00～15:00（１人約５５分） 

  ＊12:00～13:00 を除く 

【予約専用電話】 

℡04-2964-2561 
 

予約制 

相談事業のご案内 


